
労働安全衛生法
（安全衛生教育）
第五十九条 安衛則第35条(雇入れ時等の教育)

　事業者は、労働者を雇入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、
その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
2 　前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。
3 　事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、
厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を
行わなければならない。 安衛則第36条(特別教育を必要とする業務)

安衛則第37条(特別教育の科目の省略)

労働安全衛生規則
（雇入れ時等の教育）
第三十五条

　事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、
遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な
事項について、教育を行わなければならない。ただし、令第二条第三号に掲げる業種の事業場の

施行令第二条(総括安全衛生管理者を選任すべき事業場)第三号

労働者については、第一号から第四号までの事項についての教育を省略することができる。
一 　機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。
二 　安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。
三 　作業手順に関すること。
四 　作業開始時の点検に関すること。
五 　当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
六 　整理、整頓及び清掃の保持に関すること。
七 　事故時等における応急措置及び退避に関すること。
八 　前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項

2 　事業者は、前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると
認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することが出来る。

（特別教育を必要とする業務）
第三十六条

　法第五十九条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
一 　研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務
二 　動力により駆動されるプレス機械（以下「動力プレス」という。）の金型、シヤーの
刃部又はプレス機械若しくはシヤーの安全装置若しくは安全囲いの取付け、取外し
又は調整の業務

三 　アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等（以下「アーク溶接等」という。）の業務
四 　高圧（直流にあっては七百五十ボルトを、交流にあっては六百ボルトを超え、七千ボルト
以下である電圧をいう。以下同じ。）若しくは特別高圧（七千ボルトを超える電圧をいう。
以下同じ。）の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作
の業務、低圧（直流にあっては七百五十ボルト以下、交流にあっては六百ボルト以下である
電圧をいう。以下同じ。）の充電電路（対地電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信用
のもの、電話用のもの等で感電による危害を生ずるおそれのないものを除く。）の敷設若し
くは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路（大地
電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害の
生ずるおそれのないものを除く。）のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務

五 　最大重量一トン未満のフォークリフトの運転（道路交通法（昭和三十五年法律第百五号）
第二条第一項第一号の道路（以下「道路」という。）上を走行させる運転を除く。）の業務

五の二 　最大重量一トン未満のショベルローダー又はフォークローダーの運転（道路上を走行させ
る運転を除く。）の業務

五の三 　最大積載量が一トン未満の不整地運搬車の運転（道路上を走行させる運転を除く。）
の業務



六 　制限荷重五トン未満の揚貨装置の運転の業務
六の二 　伐木等機会（伐木、造材又は原木若しくは蒔炭材の集積を行うための機械であって、

動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ。）の運転（道路上を
走行させる運転を除く。）の業務

六の三
（以下四十まで略）

（特別教育の科目の省略）
第三十七条

　事業者は、法第五十九条第三項の特別の教育（以下「特別教育」という。）の科目の全部又は
一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目に
ついての特別教育を省略することができる。

労働安全衛生法施行令
（総括安全衛生管理者を選任すべき事業場）
第二条

　労働安全衛生法（以下「法」という。）第十条第一項の政令で定める規模の事業場は、次の各号
に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。
一 　林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業　　百人
二 　製造業（物の加工業を含む。）、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、
各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器
小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備及び機械修理業　　三百人

三 　その他の業種　　千人


